
○福島市水道条例施行規程
昭和55年３月31日水道事業管理規程第４号

福島市水道条例施行規程
（趣旨）

第１条　この規程は、福島市水道条例（昭和55年条例第35号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。
（給水装置の構成及び附属用具）

第２条　給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、逆止弁、水道メーター（以下「メーター」という。）、水抜栓、給水栓等の用具をもつて
構成するものとする。

２　給水装置には、止水栓きよう、メーターきよう、水抜栓きようその他附属用具を備えるものとする。
（受水槽の設置）

第３条　給水装置工事申込者又は水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、受水槽を設置しなければならない。
(１)　一時に多量の水を必要とする場合
(２)　配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量を必要とする場合
(３)　配水管の断水時においても、必要最少限度の給水を確保する必要がある場合
(４)　その他水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認めた場合
（水道水の汚染防止）

第４条　給水管には、給水装置以外の水管及びポンプその他の設備を直接連結してはならない。
（給水装置の構造及び材質）

第５条　給水装置の構造及び材質は、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第６条に規定する基準を満たすものでなければならない。
（給水管及び給水用具の指定）

第６条　条例第10条の２第１項の規定による配水管への取付口からメーターまでの間の給水管及び給水用具は次のとおりとする。
(１)　管類　ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管、鋼管、ポリエチレン管及び異形管
(２)　給水用具類　サドル付分水栓、止水栓、仕切弁、青銅弁、逆止弁、減圧弁、定流量弁及び特殊継手材

２　管理者は、前項に掲げる給水管及び給水用具であつても、地質の影響その他理由によつて、その使用が適当でないと認めたときは、その使用を制
限することができる。

３　条例第10条の２第２項の規定による配水管への取付口からメーターまでの間の工事を施工する場合の工法、工期その他の工事上の条件は給水装
置工事設計施行指針によるものとする。

４　前項の工事を施工する場合、配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技
能を有するものを従事させなければならない。

第７条　削除
（給水用具の操作）

第８条　条例第６条に規定する管理者の定める給水用具とは、サドル付分水栓、止水栓、仕切弁、青銅弁、逆止弁、空気弁、安全弁、電磁弁（調整
用）、減圧弁、定流量弁とし、同条に規定する管理者の指定する者とは、管理者又は指定給水装置工事事業者とする。ただし、水道法（昭和32年法
律第177号）第16条の２第３項で定める軽微な変更を行う場合は、この限りでない。
（給水装置工事の申込み等）

第９条　条例第７条の規定による給水装置工事の申込みは、様式第１号によるものとする。この場合において、給水装置工事申込者は、次の各号の一
に該当するときは、家屋又は土地所有者又は給水装置所有者の同意を得なければならない。ただし、同意を得られないときは、様式第２号による誓
約書を管理者に提出しなければならない。
(１)　他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき。
(２)　他人の給水装置から分岐しようとするとき。
（給水装置工事の取消し）

第10条　給水装置工事の申込者は、工事を取り消そうとするときは、様式第３号により管理者に届け出なければならない。
（工事費の算出）

第11条　条例第12条第１項に規定する工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(１)　直接工事費
ア　材料費
イ　労務費
ウ　特殊工事費
エ　道路復旧費

(２)　間接工事費
ア　運搬費
イ　安全費
ウ　その他管理者が必要と認めた費用

(３)　管理費
ア　管理費

（給水の申込み）
第12条　条例第15条の規定による給水の申込みは、様式第４号によるものとする。
（代理人の届出）

第13条　条例第16条の規定による代理人の届出は、様式第５号によるものとする。
（管理人の届出）

第14条　条例第17条第１項の規定による管理人の届出は、様式第６号によるものとする。
第15条　削除
（受水槽以下の装置の設計図の提出）

第16条　受水槽以下の装置の所有者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなけ
ればならない。
（メーターの設置）

第17条　条例第20条第２項の規定によるメーターの位置については、管理者は、メーターの検針、取替の能率、維持管理等を考慮し、定めるものとす
る。
（メーターの管理）

第18条　メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所に検針又は機能を妨げるような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。ただし、
やむを得ない理由により物件を置き、又は工作物を設けようとするときは、様式第８号により管理者に届け出なければならない。

２　前項ただし書の規定において、管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。この場合において、メーターの移転に
要する費用は、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者（以下「水道使用者等」という。）の負担とする。

３　水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターをき損し、又は亡失したときは、様式第９号により管理者に届け出なければならない。
（メーターの損害弁償）

第19条　管理者は、条例第21条第３項の規定によりメーターの損害額を弁償させようとするときは、残存価格を考慮し、弁償額を定めるものとする。
（水道の使用休止、廃止及び用途変更等の届出）

第20条　条例第22条第１項各号及び第２項第１号から第４号の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。
(１)　条例第22条第１項第１号（水道の使用休止届又は廃止届）　様式第10号
(２)　条例第22条第１項第２号（メーターの口径変更届又は用途変更届）　様式第10号の２
(３)　条例第22条第１項第３号（私設消火せん使用届）　様式第11号
(４)　条例第22条第２項第１号（水道使用者の氏名又は住所変更届）　様式第10号の２
(５)　条例第22条第２項第２号（給水装置所有者変更届）　様式第12号
(６)　条例第22条第２項第３号（消防用水使用届）　様式第13号
(７)　条例第22条第２項第４号（管理人変更届又は管理人の住所変更届）　様式第10号の２
（私設消火栓）

第21条　私設消火栓には、市が封印する。
第22条　削除
（給水装置及び水質検査の請求）

第23条　条例第25条の規定による検査の請求をしようとする者は、様式第15号により管理者に請求しなければならない。
（公衆浴場用の料金適用）

第23条の２　条例第27条の水道料金（以下「料金」という。）にかかる別表第２の２水量料金の表中公衆浴場とは、次の各号に掲げるものとする。



(１)　福島県公衆浴場法施行条例（昭和44年福島県条例第54号）第２条第１号に該当する普通公衆浴場
(２)　その他管理者が特に認めるもの
（過誤納による精算）

第24条　料金を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。
（使用水量の認定）

第25条　条例第30条の規定により使用水量を認定する場合は、その月の前４月の平均使用水量又は前年同期における平均使用水量その他の事実を
考慮して認定する。
（使用水量の端数計算）

第26条　隔月の定例検針日（以下「定例日」という。）に検針し、使用水量に２立方メートル未満の端数があるときは、次の定例日に繰り越して算入す
る。ただし、毎月の定例日に検針した使用水量に１立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
（料金等の納期限）

第27条　条例第34条の規定により徴収する料金の納期限は、定例日の翌月15日から翌々月５日までの間に設けるものとし、その他の納付金（条例第
35条第２項本文の加入金及び条例第36条本文の手数料を除く。）の納期限は、納入通知書を発行した日の翌日から15日とする。ただし、管理者が認
めたときは、この限りでない。
（共同使用の料金算定基準）

第28条　住宅（併用住宅を除く。）において、１個のメーターにより２世帯以上が使用している場合の料金の算出については、各世帯それぞれ口径13ミリ
メートルのメーターが設置されたものとみなし、かつ、使用水量は、各世帯それぞれ均等とみなして算出することができる。
（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等）

第29条　条例第46条第２項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、水槽の有効容量の合計が５立方メートルを超え10立方メートル以下にあ
つては福島県給水施設等条例（昭和54年福島県条例第39号）により、水槽の有効容量の合計が５立方メートル以下にあつては福島県飲用井戸等衛
生対策要領（平成元年９月30日元環衛第463号福島県保健環境部長通知）により、当該貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の実施に努
めなければならない。

附　則
１　この規程は、昭和55年４月１日から施行する。
２　福島市水道条例施行規則（昭和36年規則第８号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。
３　この規程の施行前に旧規則の規定によつてした処分、手続、届出その他の行為は、この規程中これに相当する規定があるときは、この規定によつ
てしたものとみなす。

附　則（昭和58年水管規程第15号）
この規程は、昭和58年６月１日から施行する。

附　則（昭和61年水管規程第12号）
この規程は、公布の日から施行する。

附　則（昭和62年水管規程第６号）
この規程は、昭和62年４月１日から施行する。

附　則（昭和63年水管規程第８号）
この規程は、昭和63年４月１日から施行する。

附　則（平成元年水管規程第16号）
この規程は、平成元年４月１日から施行する。

附　則（平成元年水管規程第27号）
この規程は、平成元年７月１日から施行する。

附　則（平成３年水管規程第33号）
この規程は、平成３年４月１日から施行する。

附　則（平成４年水管規程第23号）
この規程は、平成４年11月１日から施行する。

附　則（平成５年水管規程第16号）
この規程は、平成５年４月１日から施行する。

附　則（平成５年水管規程第20号）
この規程は、公布の日から施行し、改正後の様式第１号の規定は、平成５年４月１日から適用する。

附　則（平成７年水管規程第９号）
この規程は、公布の日から施行し、改正後の様式第６号の規定は、平成７年４月１日から適用する。

附　則（平成９年水管規程第１号）
この規程は、公布の日から施行する。

附　則（平成９年水管規程第５号）
この規程は、平成９年４月１日から施行する。

附　則（平成10年水管規程第１号）
この規程は、平成10年４月１日から施行する。

附　則（平成12年水管規程第22号）
この規程は、平成12年４月１日から施行する。

附　則（平成14年水管規程第10号）
この規程は、平成14年４月１日から施行する。

附　則（平成14年水管規程第24号）
この規程は、平成15年４月１日から施行する。

附　則（平成15年水管規程第24号）
この規程は、公布の日から施行する。

附　則（平成16年水管規程第８号）
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附　則（平成18年水管規程第１号）
（施行期日）

１　この規程は、平成18年２月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規程による改正前の福島市水道条例施行規程の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附　則（平成19年水管規程第７号）

この規程は、平成19年４月１日から施行し、平成19年10月分の水道料金から適用する。
附　則（平成21年水管規程第３号抄）

（施行期日）
１　この規程は、平成21年４月１日から施行する。

附　則（平成29年３月３日水管規程第１号）
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

附　則（令和元年10月１日水管規程第13号）
この規程は、令和元年10月１日から施行する。

附　則（令和２年３月24日水管規程第３号）
この規程は、令和２年４月１日から施行する。

附　則（令和３年３月26日水管規程第５号）
この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附　則（令和６年３月29日水管規程第３号）
この規程は、令和６年４月１日から施行する。

様式第１号（第９条関係）







様式第２号（第９条関係）



様式第３号（第10条関係）

様式第４号（第12条関係）



様式第５号（第13条関係）



様式第６号（第14条関係）





様式第７号　削除
様式第８号（第18条関係）

様式第９号（第18条関係）



様式第10号（第20条関係）



様式第10号の２（第20条関係）



様式第11号（第20条関係）



様式第12号（第20条関係）



様式第13号（第20条関係）



様式第14号　削除
様式第15号（第23条関係）


